
真岡市建設工事入札参加資格者格付け基準 

 

（趣旨） 

第１条 建設工事における入札参加資格者の格付けは、真岡市建設工事等請負業者選定要綱

（以下「選定要綱」という。）に定めるもののほか、この基準によるものとする。 

（格付けの決定） 

第２条 市長は、選定要綱第４条第２項の規定による格付けは、工種ごとに総合点数を付する

とともに、次に掲げる工種について格付けを付するものとする。 

（１）土木一式工事 

（２）建築一式工事 

（３）とび・土工・コンクリート工事 

（４）電気工事 

（５）管工事 

（６）舗装工事 

（７）造園工事 

（８）水道施設工事 

（９）解体工事 

（総合点数及び格付けに関する基準） 

第３条 総合点数は、経営事項審査評価事項の数値（以下「経営事項審査評価点数」という。）

と技術評価事項の数値（以下「技術評価点数」という。）を合計し算出するものとする。 

２ 前条に掲げる工種にあっては、前項の総合点数に基づき、別表１により格付けを付するも

のとする。 

（経営事項審査評価点数） 

第４条 経営事項審査評価点数は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２９第

１項の規定による総合評定値（Ｐ）とする。 

（技術評価点数） 

第５条 技術評価点数は、次の各号について、別表２により算出した合計によるものとする。 

（１）真岡市及び市内各土地区画整理組合発注工事の工事成績 

（２）真岡市優良建設工事表彰要綱（以下「表彰要綱」という。）に基づく優良表彰受賞歴 

（３）真岡市建設工事等請負業者指名停止等措置要領（以下「指名停止等措置要領」という。）

に基づく文書注意及び指名停止の措置状況 

（４）障がい者の雇用に関する状況 

（５）保護観察対象者等の雇用協力の状況 

（６）次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出の有無、又は同計

画の実績等に対する認定の有無 

（７）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定・

届出の有無、又は同計画の実績等に対する認定の有無若しくは栃木県が実施する「男女生

き活き企業」認定制度に基づく認定の有無 

（８）建設会社における災害時の基礎的事業継続力認定の有無 

（９）真岡市消防団員の雇用に関する状況 

（１０）建設業労働災害防止協会への加入の有無 

（その他） 

第６条 この基準に定めのない事項、その他必要な事項は別に定める。 

 



附 則 

１ この基準は、平成２１年４月１日から適用する。 

２ 真岡市建設工事格付基準（平成１９年４月適用）は廃止する。 

３ 平成２１・２２年度における入札参加資格の格付けにあたっては、第５条各号の規定は適

用しないものとする。 

４ 平成２３・２４年度における入札参加資格の格付けにあたっては、第５条第１号の規定に

よる工事成績は、前々年の４月１日以降に契約となったもので前年の１２月３１日までに完

成した工事とする。 

５ 二宮との合併に伴う経過措置により「水道施設」として発注した配水管布設工事は、第５

条第１号及び２号の規定に関しては「管工事」の実績とみなす。 

   附 則 

 この基準の改正は、平成２３・２４年度の格付けから適用する。 

   附 則 

 この基準の改正は、平成２５・２６年度の格付けから適用する。 

   附 則 

 この基準の改正は、平成２７・２８年度の格付けから適用する。 

   附 則 

 この基準の改正は、平成２９・３０年度の格付けから適用する。 

   附 則 

 この基準の改正は、平成３１・３２年度の格付けから適用する。 

附 則 

 この基準の改正は、令和３・４年度の格付けから適用する。 

附 則 

 この基準の改正は、令和５・６年度の格付けから適用する。 

附 則 

 この基準の改正は、令和５・６年度の格付けから適用する。 

附 則 

 この基準の改正は、令和７・８年度の格付けから適用する。 

附 則 

 １ この基準の改正は、令和９・１０年度の格付けから適用する。 

 ２ 令和７・８年度における入札参加資格の格付けにあたっては、第５条第１号の規定によ

る工事成績は、従前の例による。 



 

別表１ 

  工種 

等級 

土木一式 

工事 

建築一式 

工事 

とび・土工・

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 
電気工事 管工事 舗装工事 造園工事 

Ａ 910点以上 800点以上 700点以上 730点以上 760点以上 770点以上 700点以上 

Ｂ 
910点未満 

700点以上 

800点未満 

690点以上 
700点未満 730点未満 

760点未満 

620点以上 

770点未満 

610点以上 
700点未満 

Ｃ 
700点未満 

620点以上 
690点未満 

 

 620点未満 610点未満 

 

Ｄ 620点未満 

      

 

  工種 

等級 

水道施設 

工事 
解体工事 

Ａ 660点以上 700点以上 

Ｂ 660点未満 700点未満 

Ｃ 
 

 

 

Ｄ 
  

 

 

 



別表２ 
番号 項  目 数  値 

１ 

(1)定期申請者 

 工種別の工事成績及び受注件数（定期申請者

の認定日の前々年の１月１日から前年の１２

月３１日までに完成した請負金額が１件２０

０万円を超える真岡市及び市内各土地区画整

理組合発注工事とする。ただし、随意契約によ

る本体工事の関連工事及び附帯工事等は除く） 

 

(2)追加申請者 

 定期申請者に準ずる。 

 

工事平均成績が７０点以上の場合（５９点以下の工

事成績が含まれないこと） 

 （工事成績の平均点数－６９）×（受注工事件数

の平方根）×２＋２０（点）（小数点以下切り捨て） 

 

※平均点数、平方根は小数第３位以下切り捨てとす

る。 

 

※建設共同企業体が請け負った工事については、そ

の構成員それぞれが、工事成績が当該工事の成績

である１件の工事を施工したものとして算出す

る。ただし、請負金額については、総額により判

断する。 

 

２ 

(1)定期申請者 

 表彰要綱に基づく表彰受賞者の受賞回数（定

期申請者の認定日の前々年度から前年度まで

の受賞を対象とする。） 

 

(2)追加申請者 

 定期申請者に準ずる。 

 

受賞対象工種ごとに 

 受賞回数×１０（点） 

 

※建設共同企業体の構成員である場合は、 

受賞回数×５点とする。 

 

３ 

(1) 定期申請者 

指名停止等措置要領に基づく文書注意また

は指名停止の措置（定期申請者の認定日の前々

年の１月１日から前年の１２月３１日までに

受けた措置を対象とする） 

 

(2) 追加申請者 

定期申請者に準ずる。 

文書注意の場合 

２回以上         －５（点） 

指名停止の場合 

２週間未満        －５（点） 

２週間以上１ヶ月未満  －１０（点） 

１ヶ月以上       －１５（点） 

 

複数回の措置を受けた者については、各措置の点

数の合計を減ずる。 

 

４ 

(1) 定期申請者 

申請日直前の６月１日現在において障害者

の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律

第１２３号）第４３条第７項に規定する事業主

（常用雇用労働者数の総数が４３．５人以上で

ある事業主）であって、同日現在において障が

い者（同法第２条第２号に規定する身体障害

者、同条第４号に規定する知的障害者及び同条

第６号に規定する精神障害者をいう。以下同

じ。）を１人以上、かつ、法定雇用労働者数以

上雇用しているとき 

又は、申請日直前の６月１日現在において同

法第４３条第７項に規定する事業主以外のも

のであって、障がい者を１人以上雇用している

とき 

 

(2) 追加申請者 

定期申請者に準ずる。 

 

 

該当している場合１０（点） 



５ 

(1) 定期申請者 

申請日において、更生保護法（平成１９年法

律第８８号）第４８条に規定する保護観察中の

者又は同法第８５条に規定する更生緊急保護

中の者を２年以内に３ヶ月以上継続して雇用

した実績を有するとき 

又は、管轄保護観察所に協力雇用主登録をし

ているとき 

 

(2) 追加申請者 

定期申請者に準ずる。 

 

雇用した実績を有する場合は１０（点） 

 

 

 

 

 

協力雇用主登録をしている場合は５（点） 

 

ただし、上記いずれかの加点とする 

６ 

(1) 定期申請者 

申請日において、次世代育成支援対策推進法

（平成１５年法律第１２０号）第１２条の規定

による一般事業主行動計画を策定した旨の届

出を所轄都道府県労働局長にしているとき 

又は、一般事業主行動計画を策定した旨の届

出を所轄都道府県労働局長にし、かつ当該計画

に対して同法第１３条の規定による同局長の

認定を受けているとき（同法第１５条の規定に

基づく認定の取消しがあった場合を除く。） 

 

(2) 追加申請者 

定期申請者に準ずる。 

 

一般事業主行動計画を策定した旨の届出をしている

場合は５（点） 

 

 

 

一般事業主行動計画を策定した旨の届出をし、かつ

当該計画の実績等に対して認定を受けている場合は

１０（点） 

 

ただし、上記いずれかの加点とする。 

７ 

(1) 定期申請者 

申請日において、女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４

号）第８条の規定による一般事業主行動計画を

策定した旨の届出を所轄都道府県労働局長に

しているとき 

又は、一般事業主行動計画を策定した旨の届

出を所轄都道府県労働局長にし、かつ当該計画

に対して同法第９条の規定による同局長の認

定を受けているとき（同法第１１条の規定に基

づく認定の取消しがあった場合を除く。）、若し

くは県が実施する「男女生き活き企業」認定制

度に基づく認定を受けているとき 

 

(2) 追加申請者 

定期申請者に準ずる。 

 

一般事業主行動計画を策定した旨の届出をしている

場合は５（点） 

 

 

 

 

一般事業主行動計画を策定した旨の届出をし、かつ

当該計画の実績等に対して認定を受けている場合、

若しくは「男女生き活き企業」認定制度に基づく認

定を受けている場合は１０（点） 

 

ただし、上記いずれかの加点とする。 

８ 

(1) 定期申請者 

申請日において、関東地方整備局「建設会社

における災害時の事業継続力認定」実施要項に

基づく、建設会社における災害時の基礎的事業

継続力認定を受けているとき 

 

(2) 追加申請者 

定期申請者に準ずる。 

 

 

 

認定を受けている場合は１０（点） 



９ 

(1)定期申請者 

 申請日において、真岡市消防団に６か月以上

継続して加入している者を雇用しているとき 

 

(2)追加申請者 

 定期申請者に準ずる。 

 

該当している場合１０（点） 

１０ 

(1)定期申請者 

 申請日において、労働災害防止団体法（昭和

３９年法律第１１８号）第８条第２号に掲げる

建設業労働災害防止協会に加入しているとき 

 

(2)追加申請者 

 定期申請者に準ずる。 

 

該当している場合１０（点） 

（注）１ 認定日とは選定要綱第５条第１項第１号の規定による資格審査の認定日をいう。 

   ２ 「定期申請者」とは選定要綱第２条第１項本文の規定による申請者をいう。 

   ３ 「追加申請者」とは選定要綱第２条第１項ただし書の規定による申請者をいう。 

 


